
⻘森市ツキノワグマ等の市街地等出没時対応マニュアルの概要

新マニュアルでは、注意喚起と共に住⺠の安全確保を最優先とする等の基本⽅針を新設

備考内容区分
人の日常生活圏にクマ等が出没した場合は、速やかに庁内関係
各課等を通じて住⺠への注意喚起を実施住⺠への注意喚起と

安全確保
新設警察と連携して住⺠の屋内退避や安全な場所への誘導を⾏うも

のとし、住⺠の安全確保を最優先

新設
人の日常生活圏にクマ等が留まっている場合又はその可能性が
高い場合においては、追い払いにより人の日常生活圏から排除
することを基本

排除又は捕獲

拡充

追い払うことによって住⺠に危害が及ぶ可能性がある場合や、
建物内に留まる等、周囲の状況からやむを得ないと判断される
場合は、現地において対応⽅法（鳥獣保護管理法第9条に基づ
く許可捕獲、同法第34条の2に基づく緊急銃猟、警察官職務執
⾏法第4条による発砲）を検討し、捕獲を⾏う（捕獲等の対応
⽅針は庁内警戒体制又は庁内対策本部が決定）。

〇 情報発信と注意喚起

〇 対応レベル等

備考方法
新設⻘森県ツキノワグマ出没情報管理システム「くまログあおもり」による出没情報の発信
拡充本市ホームページ・公式ＬＩＮＥ・ＳＮＳによる情報発信
新設広報車巡回による注意喚起（パトロールも実施）
新設ツキノワグマ出没注意報等の発表があった場合は市ホームページ等で周知

人身・物的等の被害が発生した場合は注意喚起チラシを作成し町会等を通じて周知
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レベル3（緊急対策）レベル2（警戒）レベル1（監視）区分

人身被害が発生、又は発生する
恐れが非常に高く、緊急的な対
応が必要な場合

クマ等の出没情報が同一区域や
その周辺地域から複数寄せられ
ており、人身被害が発生する恐
れが高い場合

クマ等の出没情報
はあるが、人身被
害が発生する恐れ
の低い場合

内 容

・現場対応に当たる市職員がクマ
等を現認した場合

・クマ等が住宅や施設に侵入し留
まっている場合

・人身被害が発生しクマ等が人の
日常生活圏に留まっている場合

・同日に複数件の出没情報が確認
された場合

・連日目撃情報が寄せられ、クマ
等が周辺に潜んでいる可能性が
高い場合。ただし、痕跡等があ
ることを確認できる場合

・出没情報が一度
限りの場合

・目撃された後、
すぐに山林の⽅
へ戻った場合

例

環境部⻑環境保全課⻑(市⺠課⻑(浪岡))決定者

対応レベル３、かつ、現場で一定条件を満たす場合、
環境保全課⻑又は危険鳥獣対策室⻑（代決）、市⺠課⻑（浪岡）が決定緊急銃猟

出没情報
(住民・警察)

＜現地本部＞
現場指揮（環境保全課危険鳥獣対策室長）
・対応方法の検討等
実動部隊（環境保全課ほか）
・周辺調査・パトロール(ガバメントハンターも同行)

・マイク広報、追払い、捕獲実施（警察、猟友会と連携）

・立入規制等の安全確保への協力（警察）
連絡担当（環境保全課）
・警察、猟友会、県（自然保護課）への連絡

現場班

職
員
追
加

派
遣

警察
猟友会

県（自然保護課）

連携

広報班

環境保全課
・情報発信（SNS・HP・LINE等）
・庁内連絡
・スピーカー付公用車による広報等

庁内関係各課等
所管施設等への注意喚起等
所管施設へ連絡
・学校（小・中・高等学校等）
・教育・保育施設(保育園・幼稚園等)
・市民センター等

(対応例)
・施設利用者への注意喚起（施設管理者）
・連絡網等による注意喚起（小中学校）
・集団登下校の実施（小中学校）
・施設利用者の退避等

市関係施設・団体

情報提供

情報提供

＜庁内対策本部＞
環境部、農林水産部、浪岡振興部
・総括
・情報収集・整理
・対応方法の決定等

＜連絡担当＞
環境保全課

総務班

広報依頼
出動要請
情報提供
（続報）

連
絡
・
調
整

情報伝達班

通報

（警察官職務執
⾏法等による捕
獲）

１ 基本方針

２ クマ等の出没情報が寄せられたときの対応

３ 緊急銃猟による対応

参考︓全体フロー図（⻘森地区）【対応レベル３(緊急対策)】
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